
ミズベリング三条 出店者事前調査票 
●はじめに 

  □ 本調査票に記載された店名、商品およびサービスなど各種情報をミズベリング三条における広報活動で使

用することに同意します。 

※個人情報保護法に基づき、住所、電話番号など個人情報に関しては一切公開いたしません。 

●出店者情報 

※１ 出店料や販売手数料を施設側に支払う場合の宛名をご記入ください。 

※２ SNS やチラシ等で使用してもよい店舗や販売品の写真の有無をお聞かせください。 

※３ メインとなる販売品を金額も含めて３品までご記入ください。 

●物品レンタル ※利用する場合のみ記入 

品目 単価（一つあたり） レンタル数 小 計 

テント（2.5ｍ×2.5ｍ） 800 円  張  円  

長机 300 円  台  円  

パイプイス 100 円  脚  円  

 合計    円  

出店舗名 

ふりがな 

 

代表者名  代表者連絡先  

法人名・実店舗名  領収書名※１  

住所   

当日担当者名  緊急連絡先  

FAX  写真※2 あり  ・  なし 

メールアドレス                      @ 

当日の出店形態 

□ キッチンカー 

（車両サイズ：     ｍ×    ｍ ・ 接客面：車体の 右 ・ 左 ・ 後ろ ） 

□ テント（持ち込みの場合：     ｍ×    ｍ） 

□ その他（                     ） 

販売品※３  

 月   日 

イベント開催分 



反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意事項 

 

私はミズベリング三条におけるイベント（以下、イベント）に露店を出店するにあたり、下記の事項について内容

を遵守することを約束いたします。 

また、各内容の該当性・正当性や行為の調査のため、警察などの関係機関に対し、私や使用人の情報を提供す

ることに同意します。 

記 

 

１． イベントに露店を出店するために指定管理者である特定非営利活動法人ＮＰＯさんじょう（以下、指定管理者）

への届出に際し、過去または現在においても次の各号にいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわた

っても該当しないことを表明・確約いたします。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団及び第６号に規定

する暴力団員 

（２） 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「密接関係者」という） 

（３） 暴力団、暴力団員又は密接関係者が経営等を支配し、若しくは関与していることが明らかな者 

（４） 暴力団、暴力団員又は密接関係者と同一生計にある者 

（５） 暴力団、暴力団員又は密接関係者が関与している団体等に加入していることが明らかな者 

２． 露店は指定管理者が指定する場所に出店するものとし、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行

為を行わないことを表明・確約します。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて実行委員会の信用を毀損し、又は市の業務を妨害する

行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

３． 上記１および２のそれぞれの表明・確約に反したことが判明した場合には、直ちに露店の出店を取り止めます。 

４． ３のとおり、露店の出店を取りやめたことにより生じた損害については、指定管理者に損害の賠償ないし追

求せず、私の責任においてその損害を賠償するものといたします。 

 

記入日     年     月     日 

出店名                              

 

代表者氏名（自筆）                       

 

 

 



【調理製造および販売計画】 

調理品目 

食品区分 

（該当に○） 
提供数 

仕入れ状況 

調理開始日時 
加熱調

理食品 

既成 

食品 
原材料名 仕入先 仕入日 

例：生ビール  ○ 100 生ビール □△酒店 ※月×日 ◇月☆日 10 時～ 

例：焼きそば ○  100 
麺、油、野菜、豚肉、ソー

ス（材料・調味料はすべて記入） 
△□商店 ※月×日 ◇月☆日 9 時～ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

仕込みをおこなう 

場所 

下処理施設の名称等 

※ 仕込み、下処理は必ず営業許可の下りている施設でおこなってください。 

※ 会場で加熱調理するものは「加熱調理食品」へ○、会場で既成食品を盛り付けるものは「規制食品」へ○をつけてください。 

※ 飲料を注ぐことも調理に該当します。（生ビール、ドリンクなど） 

※ 調理開始は、仕込みも含め当日のみ許可が下ります。 

※ キッチンカーでの出店の際には車検証と車両の営業許可証をご提出ください。 

※ 食品販売の出店においても、仕込みをおこなった施設の営業許可証をご提出ください。 


